
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  得意先に対する債務免除 

Ｑ：得意先に貸付金を有していますが、債

務超過で回収の見込みがありません。この得

意先に対して債務免除をした場合、貸倒れと

して処理することが認められますか？                            

  

Ａ：金銭債権の弁済を受けることができな

いと認められる場合にする書面による債務免

除は、原則として貸倒れ処理することが認め

られます。 

【解説】 

法人税では、法人の有する金銭債権につい

て、債務者の債務超過の状態が相当期間継続

し、その金銭債権の弁済を受けることができ

ないと認められる場合において、その債務者

に対し書面により明らかにされた債務免除額

は、その明らかにされた日の属する事業年度

において貸倒れとして損金の額に算入するこ

ととされています。 

なお、この場合の貸倒損失の計上は、金銭

債権の弁済を受けることができないと認めら

れる場合の債務免除の取扱いですので、その

債務者が第三者であることをもって無条件に

貸倒損失の計上ができるというものではあり

ませんが、第三者に対して債務免除を行う場

合には、金銭債権の回収可能性を充分に検討

した上で、やむなく債務免除を行うというの

が一般的かと思われますので、一般には貸倒

れとして損金の額に算入することが認められ

ます。当然ながら、金銭債権の弁済ができる

にもかかわらず債務免除して、利益供与を図

るというような場合は、貸倒損失には該当し

ないことになります。 
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